
東沢川・須々木川・萩間川水系河川整備計画（変更原案） 

意見交換会開催のお知らせ 
 

静岡県島田土木事務所 
 

県では、東日本大震災を受けて、「津波に対する必要堤防高」の再検討を行った

結果、「東沢川水系河川整備計画」 「須々木川水系河川整備計画」 「萩間川水系

河川整備計画」を変更することとしました。 

このたび、それら計画の変更原案を取りまとめたことから、関係する流域の皆

様を対象に意見交換会を開催します。 
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・計画の変更内容について、御意見をいただ

きたく、意見交換会を開催します。 

・事前の申し込みは不要です。どなたでも参

加できますが、定員となった場合は参加を

お断りする場合があります。予めご了承く

ださい。 
 
※河川整備計画（変更原案）及び検討資料の公開、

意見募集については、裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

  

意見交換会 

日時 平成 29年 1月 12日（木）
18：30～19：30 

 

会場 牧之原市役所 
相良資料館 ２階ホール 
（牧之原市相良 275） 

 

定員 150 名（先着順） 

河川整備計画とは、 
・河川管理者である静岡県が、今後20～30年の河川整備の具体的な内容を定めた法定計画です。

・将来の河川像を示し、河川管理の基本となる計画である「河川整備基本方針」に沿って策定して

います。 

・「東沢川水系河川整備計画」「須々木川水系河川整備計画」「萩間川水系河川整備計画」は、平成

25年 1月に策定しており、今回、これら計画の変更作業を進めています。 



「東沢川水系河川整備計画（変更原案）」「須々木川水系河川整備計画（変更原案)）「萩
間川水系河川整備計画（変更原案）」及び「東沢川・須々木川・萩間川水系流域委員会※」
の会議資料や議事録は、以下の方法でご覧いただけます。  

※東沢川・須々木川・萩間川水系流域委員会：河川整備計画変更の過程で様々な分野より御意見を聴くために平成 28 年 11 月に設立。 

学識経験者や地元代表者等の 14 名の委員で構成し、これまでに１回開催した。 

「東沢川・須々木川・萩間川水系河川整備計画」の変更にあたり、県が作成した変更原案
について、御意見をお寄せください。 
 
 

東沢川・須々木川・萩間川水系河川整備計画（変更原案）・意見募集に関するお問い合わせ 
 
静岡県島田土木事務所 企画検査課 （担当：横山）  TEL 0547-37-5272  

〒427-0019 静岡市島田市道悦５丁目７-１ 
           ﾌｧｸｼﾐﾘ（FAX） 0547-37-6183   電子メール shimada-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp 

お知らせ
•河川整備計画(変更原案)及び検討資料の公開

お知らせ
•河川整備計画（変更原案）への意見募集

○ インターネットによる公開 
・島田土木事務所ホームページ 
トップページ おすすめ情報の『 』東沢川・須々木川・萩間川水系河川整備計画（変更原案）
からアクセス 

・静岡県ホームページ 
トップページ 『 』からアクセス 県政に参加する－パブリックコメント（県民意見提出手続）
 

○ 会議資料等の縦覧 
県民意見の募集期間中は、以下の場所で、会議資料等の縦覧ができます。 

島田土木事務所 企画検査課〔島田土木事務所 庁舎１階〕 

牧之原市役所 建設管理課〔牧之原市役所相良庁舎２階〕 

牧之原市役所 企画課〔牧之原市役所榛原庁舎〕 

○ 募集の期間 

平成28年12月21日（水）～平成29年 1月20日（金）まで 
 
○ 意見の提出方法 
手紙、ハガキ、ﾌｧｸｼﾐﾘ(FAX)、電子メール、直接持参のいずれかの方法 
・提出をいただく意見の記載様式に特に定めはありません。 
・内容を確認させていただく場合がありますので、氏名、住所及び電話番号を書き添えてくださ
い（任意）。 

・電話や口頭での御意見は承ることができません。 
 

○ 意見の提出先 
・所定の方法により、以下の場所へ提出願います。 
・静岡県島田土木事務所 （下記の問い合わせ先へ） 
・県のホームページ「パブリックコメント」からも電子メールで提出できます。 
 

○ 意見の公表 
いただいた御意見等については、意見等に対する県の考えとともに公表します（提出者名は非
公表）。 


